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1・ 計画策定の趣旨

「ひょうご障害者福祉計画」は、本県の障害福祉施策を計画的に推進するための

基本指針として位置付けられるものです。 前計画の期間満了にあたり、新たに 「第

2 期ひょうご障害者福祉計画」を策定します。

計画の対象期間である令和 4~8 年度の人口推移や地域情勢、新型コロナウイル

ス感染症の影響等を踏まえ、福祉・医療・雇用・消費・地域安全など幅広い分野に

ついて、あるべき施策や望ましい社会像を想定し、その実現に向けて進んでいくた

めの指針として策定します。

国の動向

■ 戦後に創設された社会福祉制度（障害者福祉を含む）は、行政処分として地方公

共団体が給付を決定する方式（措置制度）を中心としたものでした。

■ 平成12年に始まった社会福祉基礎構造改革が行われ、「個人が人としての尊厳をも

って、家庭や地域の中で、障害の有無や年齢に関わらず、その人らしい安心のあ

る生活を送れるよう自立を支援すること」という基本理念のもと、「自己決定・自

己選択」が可能となるよう、従来の措置制度の見直しが行われ、身体障害者・知

的障害者及び障害児（居宅のみ）の障害福祉サ ー ビス利用については、平成15年

度に措置制度から利用契約方式を中心とした支援費制度に移行しました。

■ 平成18年には障害者自立支援法が施行され、障害特性に配慮しつつ、 3障害（身

体障害、知的障害、精神障害）共通の枠組みにより、市町が中心となって障害福

祉サ ー ビスを 一 元的に供給し、就労支援の強化や地域移行の推進などをめざした

施策が展開されるようになりました。 しかし、利用者負担の導入により、低所得

者を中心とした過度の負担感や報酬の日額化に伴う事業者の収入減などの問題が

生じたことから、激変緩和を目的として順次対策が講じられ、利用者負担の軽減

や事業者の経営基盤の強化支援などが行われました。

■ 平成24年に、障害者自立支援法に代わる新たな法制度として、「地域社会における

共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関

する法律案」が国会に提出され、衆議院での修正等を経て、同年6月に成立しま

した。 平成25年に 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（障害者総合支援法）」が施行され、「人権の尊重」「地域における共生の実現」

「社会参加機会の確保」「社会的障壁の除去」等の基本理念が明記されたほか、障

害者の範囲に難病等が加えられるとともに、障害程度区分から、障害特性や心身

の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分

への改定などが行われました。
















